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民主党 経済連携 PT総会 (第 38回)次第

1.座 長挨拶

2. 経済連携に関する我が国の基本戦略について

3. その他



経済連携 PT論点メモ

2012年 4り1 27 日

1 2011年 11月 9日 の提言

当経済連携 PTは我が国のTPP交 渉参力日について、 2011年 11月 9日 の提言にお

い ■〔、

① 懸念事項に対する事実確認と国民への十分な情報提供を行い、同時に幅広い国民的議論

を行 う事が必要である。

② APEC時 の交渉参カロ表明については、党PTの議論では「時期尚早・表明すべきでは

ない」と「表明すべき」の両論があつたが、前者の立場に立つ発言が多かつた。

③ したがつて政府には、以上のことを十分に踏まえた上で慎重に判断することを提言する。

というとりまとめを行い、これ′を踏まえて野田総理は同年 11月 11日 の記者会見におい

て、「交渉参加に向けて、関係各国との協議を開夕台し、各国が我が国に求めるものについて

更なる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、

TPPに ついての結論を得ていくこととしたいJと 発言された。すなわち、TPP交 渉参

加の判断は、懸念事項への事実確認を含む更なる情報収集、十分な国民的議論、国益の確

保の三点を前提条件として行うことは政府 。与党共通の認識である。

2.関係国との協議による情報収集

(1)こ うした中、政府がこれまで行つてきた情報収集の結果、

① 物品市場アクセスにおいて、全ての品目を自由化交渉の対象としてテーブルに乗せる

こと、

② 90～ 95%を即時間税撤廃し、残る関税についても7年以内に段階的に関税を撤廃

すべきとの考え方を支持している国が多数であり、最終的には関税をゼロにするとい

うのが原則とされている模様であること、

③ 現時点で除外を求めている国はないこと、

④ 米国は公的医療保険制度を廃止し、私的な医療保険制度に移行することを要求してい

るわけではないこと、

などが確認されている。

(2)ま た、当PT代表団の訪米・訪カロ時の米国政府機関との意見交換の結果、

① TPPに 参加するか否かは、「日本が決めるべき」との見解を持っていること、

② 日本の交渉参加を米国議会に通報する時点までに、牛肉、自動車、保険といった日米

間の問題についてイ可らかの解決が必要であること、

③ 例外を最初から認めていくと例外だらけになつてしまうので、米国は例外を持ち込ま

ないという立場であるが、センシティブ品目がある国もあり、皆が勝利宣言をできる

ようにしたいとの見解を持っていること、

④ 日本が今から交渉に参加してルールメイキングに参加できるかどうかは、すべてはT

PP交渉の進捗状況と日本が参加するタイミング次第であること、



などが聴取できた。

いずれにせよ、食品安全、医療、知的財産制度、米韓 FTAで盛 り込まれている事項等

これまでPTで議論されてきた懸念事項に対する事実確認のための情報の収集は、交渉に

参加 していない状況では一定の限界があるものであり、引き続き政府はこれ らの事項に対

する更なる情報収集と情報提供に全力を尽くすべきである。

3 国民への情報提供

本年に入って共同通信社等が主催 し、閣僚を含む政府関係者が参加 した 「地域シンポジ

ウム」(9回 )、 道府県が主催し、政府実務者が実施した 「都道府県説明会」 (23道府県)凹

係する業界団体や 一般消費者の理解を深めるための「関係 l■ 体意見交換会」(51団体)が開

催 され′た。多くの会場において交渉参加に期待する意見モ)出 されンる一方、情報収集の不十

分さとTPP交 渉参加への懸念の声が多く出され、国民の間の十分な議論、合意形成が図

られている段階に達していないものと考えるこ

4 我が国方針の明確化

こうした党内や国民の間の議論が害|れている状況の背景には、我が国としてTl)Pを含

む経済連携から何を得ようとしているのか、経済連携協定を結ぶにあたつて何を守ってい

くめ市 ぃて、
‐
具ィ洒的な戦略キ菖乗ど萌確ヒ 」も なヽ¬ぃヒと

・
があるものと考えられる。

いかなる経済連携協定の交渉を行 うにしても、これらがない限 りは有益な交渉を行 うこと

は不可能であり、国益を増進させることはできない。 したがって、当PTと しては、政府

にもこれ らを求めると共に、政権与党 として以下のような点について精力的に議論を進め、

可及的速やかに 一定の成案を得ることとする。

日中韓、日豪、日欧、日加、ASEAN+3、 ASEAN+6、 TPI)等現在実現

の可能性がある経済連携についての基本戦略

② ルールメイキングについての戦略

③ 経済連携協定の自由化度についての戦略

④ センシティブ品目についての戦略

⑤ 国内制度への影響に対する対応、戦略

以上
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経済連携推進についての提言

平成 22年 11月 4日

劇PEC・ EPA・ FTA対応検討 PT

1.国内改革の先行的推進

(1).現状認識

日本経済はかつての活力を喪失し、GDP規模で世界経済第二位の地位からも

滑 り落ちた。デフレも長引き、地方経済は疲弊 している。農林水産業は担い

手の高齢化、価格低迷等で先行き不安を抱えている。世界最強を誇った製造

業も、韓国や中国の激しい追い上げ、さらには追い越しという事態に直面し、

かつての輝きを失っている。サービス産業も国内雇用の担い手として期待さ

れながら、羽ばたくには至ってない。我が国はここからどの方向に進むのか、

大きな岐路に立っている。

現在わが国は資源の大宗を海外に依存し世界最大級の食料輸入国でもある。

資源、食料等を円滑に輸入する一方、我が国の優れた技術に基づく製品輸出

により、必要な外貨を稼がなければならない。貿易立国はわが国の基本であ

り、貿易 。投資の自由化に関する経済連携について、わが国はさらに本気で

取り組まねばならない。貿易立国として今後とも繁栄していけるよう、必要

な環境を用意することは政治の基本的な責務である。

一方、我が国の食料・農業・農村をめぐる状況をみると、我が国経済が人口

減少 。少子高齢化、国内市場の縮小、デフレ基調にある中で、食料自給率の

低迷、農業生産や農業所得の減少、農業人口の減少・高齢化、農地面積の減

少等の負のスパイラルから抜け出せず、我が国の食料・農業・農村はまさに

危機的状況に置かれている。

(2).先行的推進

今後、我が国が新たな繁栄を築くためには、「国を開き」、他国の開国を促す

ことで、貿易のみならず投資 。労働や知的財産など広い分野を含む経済連携

を戦略的に推進することで、アジア諸国等の活力とリンクしていくことが重

要であることについては、基本的に異論はないと思うが、その際、農業分野、
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人の受け入れ分野及び規制制度改革分野において、適切な国内改革を先行的

に推進することが不可欠である。

2 今後の経済連携の推進と農林水産業の再生 。強化

(1).経済連携の推進を考えるに際しては、何よりも先ず、食の安全・安定供給、

食料自給率の向上、国内農林水産業・農山漁村の振興等を損なうことのない

よう十分配慮し、経済連携の推進と農林水産業の再生 。強化とを両立させる
こととする。

(2).経済連携については、世界の成長センターであるアジアを中心とした「東ア
ジア共同体」の形成を視野におきつつ、アジア諸国の地理的 。歴史的・産業
構造的な多様性と持続的発展に配慮し、日中韓 FTA、 ASEAN+3(日 中韓)

FTA(EAFTA)、 ASEAN+6(日 中韓、印豪NZ)FTA(CEPEA)等の広域
連携を積極的に推進し、着実にアジア太平洋自由貿易圏 (FTAAP)構想の実
現につなげる道を構築すべきである。

(3).2010マ ニフェストにおいても、「アジアをはじめ各国との EPA・ FTAの交渉
などを積極的に進めるとともに、投資 。規制の自由化・緩和などの国内改革
に一体的に取り組みます」と記されている。

(4).先ずは、現在交渉中のベルー、豪州との EPAの合意にむけて、また、日韓、

日中韓 EPA交渉に向けて、取り組みを加速化する。更にモンゴルとの EPA
交渉開始を早期に実現する。

現在、共同検討作業を行っている EUについては、早期に交渉に入るための

調整を加速化する。

米国等、まだ EPA交渉に入っていない国・地域と二国間 EPAを積極的に推
進する。

(5).そ の際、農林水産業の再生 。強化を国を挙げて考えるべきである。

ただし、ウルグアイ・ラウンドの際の 6兆円のごとく、農業の体質改善には

使われなかったということのないようにし、必ず農業再生 。強化のための政
策に使うこと。

(6).農林水産業と経済連携を両立させる前提での経済連携、広域連携は積極的に

推進すべきであるが、一方、TPPについては、下記「TPPについての留意事
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項」に記すがごとく、農林水産業への影響に止まらず、「非関税分野」にも多

大な影響がおよび「国のかたち」が変わることにも繋がりかねないため、慎

重な対応が求められる。

一般論としては、TPPについての時系列的、段階的手続きは下記の通り。

① 情報収集のための協議を行い、参加・不参加を判断する

② 参加条件を詰める本格交渉

③ 国会による批准

今月横浜で開催されるAPEC首脳会議における言及としては「アジア・太平

洋地域の貿易自由化を積極的に推し進め、FTAAPの実現を目指す。TPPに
ついては、既存の FTA/EPA及 びWTO交渉との整合性を精査し、アジア・

太平洋の各国の主張をしっかり聞いた上で、関係各国の今の状態を把握する

ためにも、①の情報収集のための協議を始める」との表現にするよう提言す

る。

ただし、慎重に対応することが求められるため、①で把握した事実関係を基

に、①と②の間において、徹底的な検証と国民的議論を行うことを前提とす

る。

【TPP参加の意義】

TPP参加の意義について、下記の意見があった。

① 日本経済を活性化するための起爆剤となり、貿易収支に加え所得収支の増

大により、大きくアジア太平洋の成長を取り込むことを通じ、新成長戦略

を実現する。

② TPPがアジア太平洋の新たな地域経済統合の枠組みとして発展していく

可能性あり。また、TPPの下での貿易投資に関する先進的ルールが、今後、

同地域の実質的基本ルールになる可能性があり、ルールメイキングに参加

する (注 :カ ナダ、韓国、その他のASEAN諸国にも拡大する可能性)。

③ アジア太平洋の地域経済統合枠組み作りを主導することの政治的意義。

一方、次の留意事項等、個別の施策等について検討すべき課題が多々ある。

【TPPについての留意事項】

① TPPへの参加の是非を判断するための必要かつ十分な情報が不足してお

り、メリット・デメリットを判断できる状況にない (TPPの定義も確立

しておらず、例外措置を求めることの可能性についても理解が分かれてい

る等)。
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実際に交渉 (本格交渉)への参加が認められるためには 9カ 国の同意が

必要であり、とりわけ、米国との間では、米国産牛肉の月齢制限の撤廃、

郵政改革の取 り扱い、自動車を始め各種の非関税障壁、為替政策の是非な

どの各種問題を解決する「日本政府の覚悟」が求め られることがあり得る。

TPPへの参加表明は、「原則関税撤廃Jを宣言することにほかならず、す

でに EPAを締結 している各国をはじめ、現在交渉 している諸国からも同

様に「関税撤廃」を求められることになろう。

TPP自体は交渉途上にあり、例えば、P4が とっていた、原則 として全品

目について即時または段階的関税撤廃という考え方が、踏襲されるかどう

かも今後の成 り行き次第であるが、今後、他国の出方もよく見なが ら、除

外 を獲得する可能性、段階的削減の期間を長 く取る可能性、一時的な輸入

増加等の事態に対応するためのセーフガー ドを採用する可能性等を、真剣

に追求 して頂きたい。

「農業・農村」への影響はもちろんのこと、「非関税分野」の影響はさら

なる考察が必要である。

(7)。 今後のプロセスの全てについて、与党への十分な情報提供を要請する。

3.国内改革

経済連携の推進、TPP参加の可否の検討を行 うに当たっては、国内諸産業・分野・

地域・社会への影響のプラス面を最大化 し、マイナス面を最小限に抑えるか、う

まく適合させる手当てが必要な ことは言 うまでもない。 このことを実効あらしめ

るためには、総理大臣を長とする「国内改革本部 (仮称 )」 を設置 し、徹底的な国

民的議論 を行 うことが重要である。

この問題意識と提案を前提に、以下では「農林水産業を強化するための取 り組み」

と 「農林水産業以外で影響を受ける分野・領域における取 り組み」について提言

する。

(1).農林水産業再生 。強化するための取 り組み

農業を「日本の成長産業」 として確立 していくためには、 (前記 2.(5)を 踏ま

えつつ)農業予算の大幅拡大を前提とし、政府が提唱する体質改善を行 う「農

政の 3本柱」 (イ 。所得補償制度の拡充 口.食の安全 。安心の確保 ハ 農山

漁村の 6次産業化の実現)に加え、「食に関する将来 ビジョン」に基づ く省庁

横断的な需要拡大を通 じて、食料・農業の輸出産業化 を図 り、農業生産の拡

大、外需の獲得を図っていく。 このことを通じ、農業経営の発展を図り、農

②

③

④

⑤
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業所得の増大を図る。

(2).非 関税分野に対する取り組み

① 看護士・介護福祉士などを含む海外からの人の受け入れのあり方に関して

は、内外の状況を踏まえながら、慎重熟慮すべきである。

② 基準認証を含む規制制度改革については、国を開き、世界のヒト、モノ、

カネを呼び込むとの観点から、行政刷新会議の下で速やかに進めるべきで

ある。
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包括的経済連携に関する基本方針

成 22年 11月 9

議   決

1 我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進

我が国は、今、「歴史の分水嶺」とも呼ぶべき大きな変化に直面している。

世界経済は、新興国経済が急激に発展する一方、我が国の相対的地位は趨勢

的に低下するという構造的な変化が進んでいる。また、WTOド ーハ開発ア

ジェンダ交渉の妥結を通じた国際貿易ルールの強化が今後とも重要であるが、

ラウンド交渉の行方が不透明の中、主要貿易国間において高いレベルのEP
A/FTA網 が拡大している。しかし、こうした動きの中、我が国の取組は

遅れている。

このような状況の下、我が国の貿易・投資環境が他国に劣後してしまうと、

将来の雇用機会が喪失してしまうおそれがある。我が国として、「新成長戦略」

(平成22年 6月 18日 閣議決定)に示されている「強い経済」を実現するため

には、市場として成長が期待できるアジア諸国や新興国、欧米諸国、資源国

等との経済関係を深化させ、我が国の将来に向けての成長・発展基盤を再構

築していくことが必要である。

かかる認識の下、「国を開き」、「未来を拓く」ための固い決意を固め、これ

までの姿勢から大きく踏み込み、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流か
そん

ら見て遜色のない高いレベルの経済連携を進める。同時に、高いレベルの経

済連携に必要となる競争力強化等の抜本的な国内改革を先行的に推進する。

取り分け農業分野は、単に貿易自由化により最も影響を受けやすい分野で

あるばかりではなく、農業従事者の高齢化、後継者難、低収益性等を踏まえ

れば、将来に向けてその持続的な存続が危ぶまれる状況にあり、競争力向上

や海外における需要拡大等我が国農業の潜在力を引き出す大胆な政策対応が

不可欠である。

特にアジア太平洋地域は我が国にとって、政治・経済 。安全保障上の最重

「

Ｉ

Ｊ

日

定

平

閣
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要地域であり、この地域の安定と繁栄は死活的な問題である。アジア太平洋

自由貿易圏 (FTAAP)は 、我が国と切れ日のないアジア太平洋地域を形

成していく上で重要な構想であり、取り分け本年はAPEC議 長として、同

構想の実現に向けた道筋をつけるため強いリーダーシップを発揮することが

必要である。

このため具体的には、アジア太平洋地域内の二国間EPA、 広域経済連携
及びAPEC内 における分野別取組の積極的な推進に向け主導的な役割を果
たし、アジア太平洋地域における21世紀型の貿易・投資ルール形成に向けて

主導的に取り組む。

2 包括的経済連携強化に向けての具体的取組

我が国を取り巻く国際的・地域的環境を踏まえ、我が国として主要な貿易
相手国 。地域との包括的経済連携強化のために以下のような具体的取組を行

う。特に、政治的 。経済的に重要で、我が国に特に大きな利益をもたらすE
PAや広域経済連携については、センシティブ品目について配慮を行いつつ、
すべての品目を自由化交渉対象とし、交渉を通じて、高いレベルの経済連携
を目指す。

(1)ア ジア太平洋地域における取組

アジア太平洋地域においては、現在交渉中のEPA交渉 (ペルー及び豪州)

の妥結や、現在交渉が中断している日韓EPA交渉の再開に向けた取組を力日

速化する。同時に、日中韓FTA、 東アジア自由貿易圏構想(EAFTA)、
東アジア包括的経済連携構想 (CEPEA)と いった研究段階の広域経済連

携や、現在共同研究実施中のモンゴルとのEPAの交渉開始を可及的速やか

に実現する。

さらに、アジア太平洋地域においていまだEPA交渉に入つていない主要

国・地域との二国間EPAを、国内の環境整備を図りながら、積極的に推進

する。FTAAPに 向けた道筋の中で唯一交渉が開始している環太平洋パー

トナーシップ (TPP)協定については、その情報収集を進めながら対応 し

ていく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協

議を開始する。
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以上の取組を着実に実施するため、「アジア太平洋自由貿易圏実現に向けた

閣僚会合 (仮称 )」 を開催し、政府を挙げて取り組む。

(2)ア ジア太平洋地域以外の主要国 。地域に対する取組

アジア太平洋地域以外の最大の貿易パー トナーであるEUと の間では、現
在、共同検討作業を実施中であるが、早期にEUと の交渉に入るための調整
を加速する。そのために国内の非関税措置への対応を加速する。また、現在

交渉中の湾岸協力理事会 (GCC)と の交渉の促進に努める。

(3)そ の他の国 。地域との取組

ドーハ開発アジェンダ交渉、アジア太平洋地域の地域統合及び主要国との
ちょく

経済連携強化の取組などの進捗状況を見極めつつ、その他のアジア諸国、新

興国、資源国等との関係においても、経済的観点、さらには外交戦略上の観
点から総合的に判断の上、EPAの締結を含めた経済連携関係の強化を積極
的に推進する。

3 経済連携交渉と国内対策の一体的実施

主要国 。地域との間での高いレベルの経済連携強化に向けて、「国を開く」
という観点から、農業分野、人の移動分野及び規制制度改革分野において、

適切な国内改革を先行的に推進する.

(1)農業

高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農

村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じる

ため、内閣総理大臣を議長とし、国家戦略担当大臣及び農林水産大臣を副議

長とする「農業構造改革推進本部 (仮称)」 を設置し、平成23年 6月 めどに基

本方針を決定する。さらに、同本部において、競争力強化などに向けた必要
かつ適切な抜本的国内対策並びにその対策に要する財政措置及びその財源を

検討し、中長期的な視′点を踏まえた行動計画を平成23年 10月 めどに策定し、

早急に実施に移す。
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その際、国内生産維持のために消費者負担を前提として採用されている関

税措置等の国境措置の在り方を見直し、適切と判断される場合には、安定的

な財源を確保し、段階的に財政措置に変更することにより、より透明性が高
い納税者負担制度に移行することを検討する。

(2)人の移動

看護師・介護福祉士等の海外からの人の移動に関する課題にどう取り組む

かについては、「新成長戦略」に掲げる「雇用 。人材戦略」の推進を基本とし
つつ、国内の人口構造の将来の動向や、国民の雇用への影響、海外からの要

請、さらには我が国経済発展及び社会の安定の確保も踏まえながら検討する。

そのための検討グループを国家戦略担当大臣の下に設置し、平成23年 6月 ま

でに基本的な方金十を策定する。

(3)規制制度改革

国を開き、海外の優れた経営資源を取り込むことにより国内の成長力を高
めていくと同時に、経済連携の積極的展開を可能にするとの視点に立ち、非

関税障壁を撤廃する観′魚から、行政刷新会議の下で平成23年 3月 までに具体

的方針を決定する。

(以上 )
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2011年 11月 9日

経済連携 PT提言～APECに向けて～

民主党経済連携 PT

これまでの経緯

(1)今回の経済連携 PTは、平成 22年 11月 9日 に閣議決定された「包括的経済連携に

関する基本方針」の策定に向けて、昨年秋に 16回 開催された、「/WEC・ EPA・ FTA
対応検討 PT」 における議論を引き継ぐ形で開催された。

(2)APEC・ EPA・ FTA対応検討 PTが 同年 11月 4日 にとりまとめた 「経済連携推進

についての提言」においては、「貿易立国はわが国の基本であ り、貿易・投資の自由

化に関す る経済連携については、我が国はさらに本気で取 り組まねばならない」と

し、アジア太平洋 自由貿易圏 (FTAAP)構想につなげる道の構築、ペルー・豪州と

の EPAの合意、 日韓、 日中韓、モンゴル、EUと の EPA交渉の再開又は開始、米

国等いまだ交渉に入つていない国。地域 との二国間 EPAの積極的な推進が提言 され

ている。また、農林水産業の再生 。強化、非関税分野、人の移動に関する先行的な

国内改革を行 うべきことも盛 り込まれている。

(3)その上で、環太平洋パー トナーシップ協定 (TPP)については、「既存の F咀/EPA
及び ⅥTO交 渉 との整合性を精査 し、アジア・太平洋の各国の主張をしっか り聞い

た上で、関係国間の今の状態を把握す る、そのためにも、情報収集のための協議を

始める」ことを提言 し、政府は、その旨を 「包括的経済連携に関する基本方針」に

盛 り込んだ。

(4)本年 3月 11日 の東 日本大震災の発生を受け、政府の 「包括的経済連携に関する

基本方針」に係るスケジュールについては見直しの必要が生じt TPP協定交渉の参

加時期については「総合的に検討し、できるだけ早期に判断する」こととした。

(5)野田総理は、9月 の国連総会時の日米首脳会談で、TPPの参加に関して、「しっ

かりと議論して、できるだけ早い時期に結論を出す」と発言した。民主党では、11

月 12日 、13日 の、米国ハワイでのAPECを控え、10月 4日 に経済連携 PTを立ち

上げ、計 23回の総会を開催し、TPPを 中心に議論を行つてきた。議論の成果を踏
まえ、①F中 に向けた我が国がとるべき立場、②TPPについての我が国がとる
べき立場について提言する。
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2.経済連携 PTに おける主な論点

(1)PTでは、政府から、一年間のTPP交渉に関する情報収集の結果をもとに説明を

受け、農業・漁業、消費者、労働、医療、経済界の各団体からのヒアリング、専門
家のヒアリングを踏まえて、議員間で徹底的な検証と議論を行い、論′点の集約を行
った。

(2)参カロした議員一人一人が日本の国としての在り様と行く末を思い、熱心な討議が

行われた結果、
。日本は貿易立国として、自由貿易を推進、高いレベルの経済連携を推進していく、
。日本が主導してアジア太平洋地域の需要を取り込むため、同地域の貿易・投資の

自由化を進め、FTttWを構築しなければならない、
ことが改めて確認された。

またアジア太平洋の枠組みにおける日米関係の重要性が認識された。

(3)TPPに関しては、FЪυPに向けた道筋の中で唯―既に交渉がなされているもの
であり、アジア太平洋の貿易・投資ルール作りを主導するという観′点からは日本の

考え方を反映するべきものであり、他の経済連携と同時並行で進めるべきだ、製造
業の空洞化を防ぐ一つの手段になる、投資環境の改善で、日本への着実な利益の還
流につながる等の意見が出た。

一方で、TPPについては、具体的でわかりやすいメリットが見えにくいとの指摘
があり、市場アクセス分野において、センシティブ品目について除外や再協議は認
められないのではないか、市場アクセス以外の分野においては、医療分野、金融分
野、食品表示、サービス分野、政府調達などの分野において、我が国がこれまで結
んできたEPAを上回る制度の見直しが必要となるような提案が行われる可能性が

あるのではないか、との懸念が強く出され、日本の地域社会に大きな影響を与える
おそれがある等の論点が出た。

日本として、APECで TPP交渉への参カロ表明をするのか、なぜ今参加表明をしな
くてはいけないのか、という点は大きな議論となった。
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3.ハ ワイAPECに 向けての提言

上記の議論を踏まえて、PTと して以下を提言する。

提言に当たって、政府・与党は、東日本大震災からの復旧・復興及び福島原発事故への

対応に、最優先で取り組むことを確認する。

(1)ア ジア太平洋自由貿易圏 (FOuF)について

。我が国として、WToを通じた国際貿易ルールの強化が重要であり引き続き積極的
に交渉に取り組まなければならないが、Ⅵ町o交渉が停滞している現在、積極的に

経済連携を推進しなければならない。

。アジア太平洋地域は、我が国にとつて、政治 。経済・安全保障上の最重要地域であ
る。FTAAPの 2020年までの実現に向け、より幅広い国々と高いレベルでの経済連

携を戦略的かつ多角的に進めていく。アジア太平洋地域内において、二国間 EPA、

広域経済連携を推進するとともに、EUをはじめとするアジア太平洋域外の主要な

貿易パー トナーとの間の経済連携も推進し、貿易投資立国として、世界の貿易投資
の促進に主導的な役割を果たすべきである。

・APEC首脳会議の際には、「アジア太平洋地域の経済的繁栄を目指す FTAAPの実現
に向け、我が国が先頭に立って推進する」ことを高らかに表明するべきである。

(2)環太平洋パー トナーシップ (TPP)について

・TPPへの交渉参加 の是非の判断に際 しては、政府は、懸念事項に対する事実確認 と

国民への十分な情報提供を行い、同時に幅広い国民的議論を行 うことが必要である。

・APEC時の交渉参カロ表明については、党 PTの議論では、「時期尚早・表明すべきで

はない」と「表明すべき」の両論があったが、前者の立場に立つ発言が多かった (詳

細は別表の とお りである)。

。したがって、政府 には、以上のことを十分に踏まえた上で、慎重に判断することを

提言するものである。
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論点整理

項 目 慎重意見 推進意見

なぜ、TPPか 0日本が主導してアジア太平洋地域の貿易・投資の自由イヒを進め、

アジア太平洋自由貿易日 (FTAAP)を 作らなければならない。

OTPPの もたらす具体的で分かりやすいメリットが見えない。

O貿易・投資の自由化の道がなぜTPPなのか。

OTPPは 、日米経済調和対話などから、輸出増で米国の雇用を拡大する

等、米国の利害を―番に考えた戦略ではないかと懸念される。

OTPPは FTAAPの 実現に向けて一番リスクが大きく、最悪のルー ト

ではないか。

O中国・韓国が不参加となり、カナダが交渉参加を拒否された理由はなに

か 。

OTPP交 渉に参加すれば、日本がアメリカの輸出戦略や新興国の市場と

して標的となるのではないか。

OTPPで 、日本の文化や互助の精神等を保つていくことができるのか。

国柄の違いを認め合う経済連携ではないのではないか。

O国民の生活が第一という民主党の理念とTPPと は相通じないのではな

いか。競争促進で生活の豊かさにつながらないのではないか。

0社会保障や子育て支援等を充実するためにも経済成長を図らなければな

らない。

0日本が主導してアジア太平洋地域の貿易・投資の自由化を進め、

アジア太平洋自由貿易圏 (FTAAP)を 作らなければならない。

O現在 TPPが FTAAPに 向けた道筋の中で唯―交渉されてい

る。TPPへ早期に交渉参加 し、日本の考えを反映 し、アジア大

平洋のルール作りを主導するべき。

OTPPへ の交渉参加により、

進力にもなる。

日EUや 日中韓など他の経済連携の推

0日米安保同盟上重要ではないか。

O社会保障や子育て支援等を充実するためにも経済成長を図らなけ

ればならない。
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項 目 慎重意見 推進意見
2 WTOや 既存の経済連携、進行中又

は将来構想段階の経済連携とTPP
の関係

① TPPは FTAAPに つながるのか。

アジアの自由貿易体制をどう構築

するか。

OTPPは プロック経済につながっていくのではなしヽのか。

OTPPで 、日本は東アジア中心の統合を放棄するのか。

OASEAN中 心の枠組みと、米国が主導するTPPと の両方を同時に進
めるべきではないか。

O日 中韓 FTAやASEAN+3、 +6な ど、一番重要な中国市場をはじめ
アジアとの経済連携を優先すべき。

O日 本が主要なサプライチエーンを築いている主要国 (ASEAN等 )と
はFTAを締結済み、中国、韓国はTPpには入つておらず、TPPヘ
の必要性が見いだせない。

Oアジアの活力を取り込むなら、日中韓が先ではないか。

OTPPは GDPの 90%が 日米であり、実体的に日米EPAで あり、関

税ゼロの例外が認められる二日間 EPAで 行 くべきではないか。

OTPPを ボゴールロ標の実現手段と捉え、他のAPEC諸 国への

拡大を追求する必要があるのではないか。

OFTAAPに 向 け、 TPP、 日中韓 、 ASEAN+3、 +6、 日 E
Uな どを同時に進めていくべき。TPPはそのためのワンステッ

プ。日本が自由貿易の中心になつてアジアと米国をつなぐべき。

②他の2日間経済連携との関係 O二国間FTAを積み重ねていけば十分ではないか。

OTPPよ りもEU、 日中韓との経済連携を優先して進めればアジアの成

長を取り込めるのではないか。

OTPP交 渉参加により、 E UttT P P参加国以外の国々との

FTAも促進されるのではないか。米国の入つているTPPをや

らずに、中国やEUと のEPA交渉に入るのか。

O既存の二日間EPAは例外が多く、結果として日本が攻めるべき

ものもとれていない。

③肝0と の関係 O米国に対して、wToド ーハラウンドの合意の重要性を説くべきではな
い か 。

O日本はWTO中心ではなかつたのか。TPPょ りもWTOの推進を働き
かけるべきではないか。

OWTOド ーハラウンド交渉を前進させるべきだが、それが厳しい

状況である以上、幅広い国と質の高いEPAを進める必要がある。
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項 目 慎重意見 推進意見
3 外交戦略、安全保障との関係

①安全保障との関係 Oむ しろ経済と安全保障のフレームワークを一体化しない方が、経済利益

に資するのではないか。

O中国の経済力が高まる中で、中国抜きのTPPを進めることについて中

国への配慮が必要ではないか。

O農業が壊減したら離島等を含めて国土の保全は出来るのか。

O食料安全保障こそ安全保障上重要な視点であり、最重要視 していくべき

ではないか。

O経済と安全保障を別々に考えるべきではない。

Oアジア太平洋地域のフレームワークを作るTPPに対して有志国

との連携のもと構想段階から入ることが重要であり、アジア太平

洋地域の有志国からも期待されている。

O資源獲得を含む経済安全保障上重要。

②日米関係 0日 米関係は大事であるが、交渉内容が国益に叶つていなければ意味がな
いのではないか。

O事前にはっきリノーと言えば問題ないので1まないか。

O交渉が成功裏に終わらなければ日米関係上逆効果となるのではないか。

○外交の基軸である日米関係強化の観点からもTPP参加は意義。

TPP交 渉に参加 しなかった場合の影響も考えなくてはいけな

い 。
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項 目 慎重意見 推進意見
4 成長戦略、中小企業対策、

との関係

①成長戦略 OTPPに 入つたとしても、関税のインパク トは小さく、円高や人件費の

方が問題であり、まずは円高を解消しなければならないのではないか。

O国富が増えても、国民が豊かになるとは限らないのではないか。

労働分配率が上がらないのではないか。

OTPPの 経済メリットについてはデータゃシミュレーションをしつかり

提示すべき。

0日本の製造業は空洞化の瀬戸際にあり、TPPがそれを防ぐ一つ

の手段になる。

O国際分業、水平分業を促進し、日本が輸出、海外への投資や技術、

知財で稼ぐすべを提供する。日本に投資やイノベーションを呼び

込むルール作りも大事。

0日本は韓国等に対して FTA締結で遅れを取り、国際競争上ます

ます不利になつている、企業も韓国にいく。

②中小企業対策 OTPPで 稗益するのは一部大企業のみで、中小企業や地域経済が犠牲に

なるのではないか。

OTPPは 貿易円滑化や知財保護等で海外進出に積極的な中小企業

にも利益がある。中小企業にも海外移転が広がっているが、国内

の立地環境改善にも効果がある。

③円高対策 OTPPに 入つたとしても空洞化を阻止できないのではないか。関税のイ

ンパクトは小さいのではないか。

O総合特区で新たなリーディング産業を作る、自動車諸税のような国内障

壁を取り除くことで、内需主導による競争力強イヒを図るべきではないか。

O税制改正や電カコス ト低減.デザイン強化等の一国でできる対策に取り

組むべき。

OFTAで 差がつく以前から韓国企業等に立ち遅れている。為替の問題が
大きい。円高対策や中国市場への進出の方策を考えるべきである。

O円高こそ問題であり、優先して対策を講ずるべき。

OTPPで 輸出が増えてむしろ円高がカロ速されるのではないか。

O円高対策とTPPは同時並行で進めるべきだ

O円高は様々な要因が絡むものである。立地補助金等別途対策を手

当している。
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項 目 慎重意見 推進意見

5 TPPの 地域社会に及ぼす影響につ

いて

①第1次産業 O開国と農業の維持・食料自給率の向上は政策的に矛盾しているのではな

いか。安い輸入農産物が入ってくれば、国内の生産額が減少することは

日に見えている。世界の食糧需給は遭迫しており、これから奪い合いに

なる。そのような中で農業の生産能力を落とすようなことはすべきでな

い 。

OTPPに よって農業にどれだけ影響が出てどれぐらいの国内制度を整え

る必要があるのか、より精緻なシミュレーションするべき。

O規模拡大をしたところで20～30haでは、オーストラリアの 2000ha、

アメリカの200haに太刀打ちできず、やはり両立は無理ではないか。

O所得補償をすると言つても、復興に予算が必要な中、さらに関税もなく

せば財源が望めないのではないか。

OTPPは 関税を原則としてゼロにする協定であり、農業や自給率向上政

策との両立は望めない。除外を獲得できると考えるのは楽観的すぎる。

0コ メは絶対に守らなければならない。

O関税ゼロになると青てたい大規模農家に大きな打撃となり、兼業晨家だ

けがリスクヘッジで生き残ることになるのではないか

O酪農・畜産など品目ごと、地域ごとの具体的な方策があるのか。

砂精の関税を撤廃すれば、関税収入がなくなり砂精の生産地を維持する

財源がなくなるのではないか。

O離島や限界集落の生活に大きな影響を与えることになる。

0食と農林漁業の再生実現会議の基本計画を更に具体化して、

TPPと 両立できる対策を検討するべきではないか。

OTPPに よって農業にどれだけ影響が出てどれぐらいの国内制度

を整える必要があるのか、より精緻なシミュレーションするべき

0これまで自由化から除外してきた農産品についても、国内生産が

少ないものから関税撤廃をする、セーフガー ドのルールを工夫す

ること等によつて、国内の農業への打撃を最小イヒした形での交渉

が可能なのではないか、

Oコ メは守るべきであり、例外化を含めて、対策を考えるべき。

②その他 O工場の海外移転が地方経済に大きな懸念と影響を与えている。

製造業の空洞化が進めば、地域経済が維持できなくなる。製造業の国内

立地は農家の生活とも関係する。農業と工業の両立を図るべ し。

0工場の海外移転が地方経済に大きな懸念と影響を与えている。

製造業の空洞化が進めば、地域経済が維持できなくなる。製造業

の国内立地は農家の生活とも関係する。農業と工業の両立を図る

べし。

5

「
”
”
①
一

0



項 目 慎重意見 推進意見

OTPPで 空洞化が加速される。

O日 本が米国との関係で本当にとるべきものがあるのか。米国の自動車関

税わずか 2 596の 撤廃で、本当に輸出が増えるのか。

OTPPは 工業にはメリットがあっても他産業を巻き込むので、その影響

を総合的にみることが必要。

O中小企業や一部の産業は困る企業もあるのではないか。

O大店法改正により、地方商店街がシャッター通り化した。同じことが TPP

でも起こりうる可能性がある。グローバル化の流れに乗るだけではなく、
日本の仕組みを維持していくことが大事。

O産業界が求める関税撤廃についても、早期の撤廃は困難なのではないか。

OTPPは 地方対都市の対立の構図を生んでいる。地方の暮らしを守るベ

き。

O関税ゼロとなつて地域の産業・雇用構造、生活が大きく転換するのでは

ないか。44都道府県、8割の地方議会が反対決議をしていることに留

意するべき。

OTPPで空洞化が抑制できる。

〇海外の事例等に習いながら、貿易で影響を受ける産業への地域対

策を強化するべき。
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6 何を守るのか、攻めるのか

(主 として、「関税」以外の論点)

①総論

②各論 1(貿易円滑化)

③各論2(SPS(衛生植物検疫))

④各論3(政府調達)

○ルール作りというが、何を実現 したいのか。根幹のルールは既に決まっ

ており、動かせないのではないか。

O一次産業のみならず、医療・国民皆保険・共済・郵政への影響は避

けられないのではないか。24分野それぞれに守るべきネガティブリス

トを出す必要がある。

O米国にルールを押しつけられる一方で、日本は得るものがないのではな

い か 。

0日本の仕組みをすべて俎上に乗せられ、改変させられるのは問題。

O仲間もいない中、日本の外交力でルール作りに参加でき、実をとれるの

か 。

O小泉政権下で進められた米国からの市場開放要求による規制緩和の延長

なのではないか。

OTPPを 推進する場合には何を守るのかはっきりさせるべき。

O基準緩和の強制等で、安全でない食品が輸入されるのではないか。

0牛肉輸入基準の緩和や、GMO食品の表示の緩和、残留晨薬基準の緩和

が求められるのではないか。

0政府調達で、地方の工事を外国企業に取られるのではないか。中小企業

に大きな影響が出来るのではないか。

O英語で入札広告等を行わなければならなくなり、地方自治体の負担が増

大するのではないか。

Oア ジア大平洋のルール作りに日本がリーダーシップを発揮できる

のではないか。ルール策定段階から交渉に参加しなければ、国益

に適うルール作りが困難になるのではないか。TPPのルールが、

アジア太平洋地域の貿易投資の基本ルールとなるのではないか。

O多数国による交渉なのだから、日本だけが一方的に譲歩を迫られ

るようなことはないのではないか。

Oセーフガー ド措置を関税撤廃の後も可能とするなど、物品に関連

しても、日本として大いに追求すべきルールがあるのではないか。

政府規制の突然の変更やアンチダンピングの規律強化も重要。

O税関手続きの簡素化等が進めば、特に人手や資金が限られる中小

企業にとって輸出がしやすい環境が実現するのではないか。

0日本独自の基準を交渉の中で主張、追求すれば良いのではないか。

0日本は、政令指定都市まで対象となつていて、他の国より対象が

広い。むしろ開放していない国に攻める分野ではないか。
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⑤各論4(知的財産)

⑥各論5(越境サービス貿易)

⑦各論6(商用関係者の移動)

③各論7(金融サービス)

O現在米国から提案されている知財ルールでは、日本のジェネリック医薬

品の開発・製造は守れない、

Oアメリカルールになればオリジナル技術ばかりが認められ、改良技術中

心の日本の中小企業の技術保護につながらないのではないか。

OTPPで 、米国等は学校運営や教育サービスヘの進出、林地や農地の取
得を狙つているのではないか。

0外国人事門家や単莉労働者が大量に流入するのではないか .

0商用関係者の範囲が明確にされるべきた。

○金融サービスにおいて米国等の制度が押しつけられるのではないか。共

済や信用組合等についても米国等から制度変更を追られるのではなしヽ

か 。

O米国等から郵政民営化の見直しにス トップをかけられるのではないか。

郵政法案に審議中断を求められるのであればTPPには参加できないと
いうべき。

O米国が提案しようとしている「国営企業」の規律の中で、郵便事業に制

約を受けるのではないか。

○共済 (全労済など)や郵政にも関わつてくる。

0日本の医療制度が崩壊するのではないか (健康保険制度の抜本的改革、

外資系企業参入による医療サービスの質の低下、混合診療の全面解禁な
どを強いられるのではないか)。 公的医療保険に関し混合診療の全面解禁

を行わないことを確認するべき。

O薬の認可や価格決定制度の見直しや、米韓FTAにある特定地域で自由

診療を認める規定など、国民の健康にかかる制度まで、特定業界のもう

け主義で見直しを迫られるのではないか。

〇企業に技術開示や技術移転を追ることをやめさせる、模倣品・海

賊版対策を強化するなど、技術で稼ぐための知的財産権保護が見

込まれるのではないか。

0医療保険制度について、議論の対象になるとは思えないが、仮に

米国等が変更を追つてくるとしても、日本が駄目なtlの は駄日と

言えば良い。豪州やNZも 、米国のような制度が入つてくること

はよじとしないと言つている。
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項 目 慎重意見 推進意見

⑨各論3(投資) ○国家対投資家の紛争処理で、理不尽な理由で国が外資に訴えられるので

はないか (豪州も ISDSを採用することに反対している)。

O日 本を米国のような訴訟社会にしてはならない。

O国家対投資家の紛争処理は、日本の企業を海外で守るために必要

なのではないか。日本の既存のEPAにも含まれる規定である。

⑩各論9(環境) 0環境に関する国内制度が非関税障壁として否定されるのではないか。 0輸出拡大をはかる目的で環境規制を緩めることを禁じることで、

高いレベルの環境規制を持つ日本の競争条件が向上するのではな

いか。国際的な環境保護水準の引き上げにも資するのではないか。

①各論10(労働) O終身雇用や社会保障も非関税障壁とされ、労働者の権利も大幅に制限さ

れるのではないか。

○輸出拡大をはかる目的で労働者保護規制を緩めることを禁 じるこ

とで、高いレベルの労働者保護規制を持つ日本の競争条件が向上

するのではないか。国際的な労働者保護水準の引き上げにも資す

るのではないか。

⑫その他事項 0-定の著作物の再販制度については維持されなければならない。

O著作権保護期間の延長等はこれまでの審議会での議論を踏まえて対応し

なければならない。
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②交渉方針

③交渉体制

0交渉参加以前に、交渉撒退の トリガーを含めてしっかり交渉方針を定め

るべき。

OTPP交 渉参加への全ての国の同意に当たり、米国議会等から、日米経
済調和対話の米国側関心事項等二国間の思案への対応が求められるので
はないか。早く入るために丸呑みをさせられるのではないか。NAFT
Aを結んだカナダ、メキシコは何故参加していないのか考えるべき。

O日米構造協議、BiS規制のような交渉は二度とするべきでない。

OTPPに おいて、除外品目は全く認められないのか。

OTPP交 渉の前に日豪 FTAを終えておくべき。日米FTAを先行して

できないのか。

O交渉に参加し、全体パッケージの中で利益の出し入れをするべき

である、何を除外するか、はじめから言うべきものではない。テ

ーブルに載せて、そこから交渉が始まる。

0日 米経済調和対話の米国関心事項の項目は全て民主党政権が否定

しているものではなく、一部積極的に取り組んでいるものもある。

OTPPを やらなければ米側から求められなくなるわけではない話

であり、日米二日間問題として並行して議論すべき話。

0日 本から米国等に交渉を働きかけるものもあるのではないか。議

員外交で交渉権を持つ米国議会に働きかける等対抗するべき。

OTPPに おいて、除外品目は全く認められないのか。

O全ての関税品目を交渉の対象にしても、除外品目が認められるか

どうかは交渉次第ではないか。

O交渉の余地があるうちに参加することで、重要な農産品を含む関

税について、特別な配慮を得られる可能性があるのではないか。

O議会が守らなければいけない点を明確にし、それを梃子に政府が

したたかに交渉した方がよい成果が得られるのではないか。

OTPP交 渉の前に日豪 FTAを終えておくべき。

0交渉に参加しても、国益に沿わないとなれば、交渉から離脱すれ

ば良いのではないか。協定を批准 しなければ良いのではないか。

O国益に沿つてきちんと交渉を行うというメッセージを出すべき。

O過去の外交交渉での成功例に学び交渉の手順や体制を整備し、

したたかに交渉するべき。専任の国務大臣やワンス トップの機関

の設置などを検討するべき。各省間での摺合せが必要。
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④交渉参加の判断時期 0なぜAPECで TPPの交渉参加表明をするのか。

O震災復興や原発事故への対応が最優先であり、今、拙速に決断すること

lまない。

O一度交渉入りしたら抜けられないのではないか。退路を断つことになり

危ないのではないか。

0期限を決めて戦略を考えることは交渉戦略上も不適切ではないか。

Oこれから交渉への参加表明をしてルール作 りに間に合うのか。米国議会

の 90日 の通告期間と事前協議で間にあわないのではないか。関税の原

則撤廃などTPPの重要なルールは既に出来ているのではないか。

O交渉が出来てから参加するか否か判断してもいいのではないか。

日本にとつて必要な途上国に対して「攻める」ルールは日米で大きく違

わないのではないか。

O米韓 FTAの状況を見てから判断してもよいのではないか。

0仮にTPPの枠組みが出来た後に入ればより厳 しい条件になつて

しまうのではないか。ルール作りに実質的に関与するためにも、

早急に交渉に参加すべきではないか。
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カトラー米国通商代表部代表補の大串内閣府政務官表敬について

平成24年 5月 7日

内閣官房国家戦略室

5月 7日 (月 )正午から約20分間、カトラー米国通商代表部代表補 (llVendy CuJel

Assistant U.S.Trade Representalve for」apan,Korea and APEC Attirs)が 大串博志

内閣府政務官(国家戦略担当)を内閣府本府庁舎に表敬訪問し、意見交換を行つたとこ

ろ、概要は以下のとおりです。

1.大串政務官から、我が国のTPP協定交渉参加に向けた国内の議論の状況等につい

て紹介しました。

2.これに対し、カトラー代表補からは、現在行われているTPP交渉の進捗状況等が紹

介されました。

3.双方は、引き続き関係者間で緊密に連絡をとつていくことで一致しました。

(以上 )



外務省報道発表
Ministry ofForeitt Arairs ofJapan

平成 24年 5月 8日

G-0484

八木経済局長とカ トラー米国通商代表部代表補との意見交換について

1.本 8日 (火 )、 八木毅経済局長は、外務省において、韓国訪間の機会を捉
えて来日したウェンディ ロカ トラー米国通商代表部代表補 (Wendy Cutler,
Assistant U.S. Trade Representative for 」apan: Korea and APEC Affairs)

との間で意見交換を行いま した。

2.両者は、二国間経済関係、環太平洋パー トナーシップ (TPP)、 世界貿
易機関 (WTO)、 アジア太平洋経済協力 (APEC)等 の共通の関心事項
について意見交換を行いま した。

3.我が国の TPP交 渉参加に向けた米国との協議に関 しては、4月 30日 (月 )

に行われた日米首脳会談の結果を踏まえ、双方が協力して作業を進展させる
ための方途について意見交換を行いました。

内容 についてのお問い合わせ先

外務省 Jヒ 米局 日米経済調整室 加藤首席事務官 (内 線 :4101番 )

外務省 北米局 北米第二課 田坂首席事務官 (内 線 :2783番 )

TEL:03-5501-3000



日本の交渉参加に関する丁PP交渉参加国の立場
5月 8日成 24年平

           省務
(概要 )

外

国名
協議

実施日
日本の交渉参加に関するTPP交渉参加国の立場

ベトナム 1月 17日

各国からは日本の交渉参加に関して基本的な支持を得ている。

ブルネイ 1月 19日

ペルー 1月 24日

チ リ 1月 25日

シンガポール 2月 9日

マレーシア 2月 10日

豪 州 2月 21日 豪州及びNZからは,日 本の交渉参加への関心を歓迎する等の表明があつた。両国としては,

我が国の丁PP交渉参加について引き続き検討が必要とのことであり,今後とも緊密に連絡を取り
合つていくこととしている。NZ 2月 23日

米 国

2月 7日

(局長級 )

2月 21～ 22日
(実務者級 )

米国からは,日 本が交渉参加に向けた関係国との協議に入ることを表明したことを歓迎する等
の表明があつた。また,議会や利害関係者が強い関心・懸念を有している問題として,自 動車,保
険等の問題について説明があった。
4月 30日 に行われた日米首脳会議においては,野田総理から昨年 11月 に表明した総理の考

えは変わつていない旨述べ,双方が日米間協議を前進させるようお互い努力することで一致。そ
の際,オバマ大統領からは,自 動車,更には保険,そして従来から取り上げてきた牛肉について

関心の表明があつた。



Fact Sheet: U.S.― 」apan Cooperative ttnitiatives

Pres■ dent Obama met w■ th Pr■me Min■ ster Noda■ n Washington′  D.C.′

on Apr±■ 30′ 2012.  In addition to re■ easing a｀ U`.S.―」apan Joint

Statement: A Shared Vtts■ on for the Future″ ′ the two ■eaders

annOunced the following cooperative ttnitiatives′  Which are
a■med at strengthening and expanding the Uos.― 」apan

re■ ationshttp ttn the areas of secur■ ty cooperation′  econom■ c

partnershttp′  and cultural and peop■ e― to―people exchanges.

」oint Statement by the U.S.― Japan Security Consultative

committee(2+2):  The■eaders welcomed the 2+2 」oint Statement

of Apri1 27′  and affirmed that the new plan wi■ l enhance the
imp■ ementatiOn Of UoS. force posture and realignment goals′

■eading to strengthened and expanded secur■ty and defense

cooperatiOn.  The statement represents a key component of the

br°aPer u.so Strategttc reba■ anc■ ng toward the As■ a… Pac■ fic by

suppも rtttng a UoS. m■ ■ltary presenCe .n the region that is
geOgraphically distr■ buted′  operatttonally res■ lient and
po■ itically sustainable.  It marks a major step forward in our

bi■ateral secur■ ty relationship and opens the way for new

Al■ iance ■n■ tiatives to enhance our operatttona■  cooperatttOn′

■nc■uding dynam■ c defense cooperatiOn ■nvolv■ ng tttmely and

effective joint training′  jOint surveillance and
reconnaissance activtttttes′ and jo土 nt/shared use of fac■ ■ities.

It a■ so opens a pathway to neW ■n・tiatives for regiona■

co■ ■aboration to help partners to bu■ ld the■ r capac■ ty through

both governments′ efforts.Additiona■ information and the text

Of ぜhe statement are available here: [■ ink t0 2+2 statement]

Bi■ ateral comm■ ss■ on on Civ■ l Nuclear CooperatiOn:  Bu■ lding

on thё  close U.S.―」apan cooperation fo1lowing Japan′ s March

201l nuclear accident′  」apan and the united states wi■ l

establish a high― level Bilateral commission on civil Nuclear



Cooperation to further strengthen our work in this fieldo  The

Comm■ ss■ on w■■■ foster comprehens■ ve strategic dialogue and
joint activities related to the safe and secure imp■ ementattton

of c■ v■ l nuclear energy and the response to the acc■ dent such

as decomm■ ss■ on■ng and decontamュ nation. The Comm■ ss■ on■s to

coordttnate more robust research and development exchanges ■n

areas which may ttnclude nuc■ ear energy′  safety′  end Security′

envttronmenta■  management′  and nonpro■ iferation.  It builds

upon our March 2012 agreement on coopeFation in the field of

nuc■ear energy R&D′  and also supports the commitments made by
both countr■es at the 2012 Nuc■ ear Secur■ ty summ■ to  lt is

anticipated that the Comm■ ss■ on wュ 1■ hold ttts first meeting at

the earliest mutually conVenient date.  」apan and the United

States w■■l work for the success of the Fukushima Mttn■ ster■ al

Conference on Nuclear Safety held by 」apan ■n co― spOnsorship

w■ th the IAEA in December this year.

New Clean Energy lnitttatives:  The leaders ■aunched the

follow■ ng new ■n■ tiatives ■n the area of clean energy′  to be
admin■ stered under the U.S.― 」apan Clean Energy Policy Dialogue:

o Tohoku Green Commun■ tttes Allttance: To support the

reconstructtton and recovery of areas affected by the

Great East」 apan Earthquake′ the Un■ ted states and Japan

are launchttng the Tohoku Green Communities Alliance.

The Un■ ted States and」 apan are to cooperate to develop

and dep■ oy clean energy technologies′  to promote the
bu■ lding of green commun■ ties■n thq Tohoku region and′

through that exper■ ence′  in our two countr■ es more

broad■ y.  The Un■ted States and 」apan w■ ■l work to

■ncrease people… to― people exchanges ■nvolv■ng

individuals in the TOhoku region to promote local clean

energy so■ utions′  in conjunction with the new TOMODACHI

exchanges descr■ bed be■ ow.  The Un■ ted states and Japan

will a■ so work to promote」 oint UoS.―Japan research and

development involv■ ng institutions■ n the Tohoku regtton′



and collaborate■ n government and i,dustry partnerships

to deve■ op and deploy community― sca■e microgrid

systems.

New Cooperation■n Clean Energy lnnovation:  The Unttted

States and 」apan w■ ll expand our cooperation on clean

energy innovation′  土ncluding through co■ laborations

for information sharing and joint research and

development between U.so nationa■  ■aborator■ es and
un■vers■ ties′  and 」apanese research institutes and

unュvers■ ties in bttomass′  enhanced geothermal systems′
and other areas. In addittton′  the Unttted States and
」apan are tO expand jOttnt projects in renewable energy′

9nergy effic■ ency′  smart grュ d technO10gy′  and
people― to―people exchanges′  under the ex■ sting

cooperation ュnvolv■ ng the State of Hawa■ ■ and Okinawa

Prefecture.

Critica■ Materia■ s Research and Deve■ opment:  Butt■ ding
on our existing dttalogue on crtttical meterials po■ icy′

the Un■ ted states and 」apan are to begin new

collaboration on recycling rare earth e■ ements′ as we■ ■

as other areas of research and deve■ opment.  u.S. and

」apanese researchers from U.S. national laborator■ es′

Japanese research ttnstitutes′  and unュ vers■ties■ n both

countr■ es are to conduct these collaboratibns.  The

Un■ted States and 」apan w■ l■ also work to ■ncrease
■nformattton shar■ ng between the research commun■ ties

of both countr■es on the producttton and use of rare earth

elements and other cr■ tical mater■ als′  in order to
promOte■ mprOved understanding of market condtttttons and

technology needs.  These effOrts w■ ll promote our

shared objectives of promoting diversity of supp■ y′

deve■ opment of substitute mater■ als′  and ttmproved
recyc■ ing processes.



o The 4th Clean Energy Policy Dialoσ ue in Fukushima:」 apan

and the United Statёs p■ an to ho■ d the 4th Clean Energy

Po■ icy Dia■ ogue■n Fukushima Prefecture later thiS year

to formu■ ate action plans to promote the cooperation

above.

」o■ nt Statement on G■ obal Supp■ y Cha■n Secur■ ty:  The two

countr■ es ■ssued the U.S.― 」apan Jo■nt Statement on C■ Oba■

Supp■y Chain Security.  RecogniZing the importance of our two

econom■ es to supp■ y cha■ ns that power the global economy′  the
Un■ ted States and 」apan have outlined ways to cooperate more

c■osely to strengthen the secur■ ty and res■ liency Of the g10ba■

supp■ y cha■n and promote the time■ y′  effic■ ent f■ ow of

legitimate commerceo  The Un■ ted States and 」apan ■ntend to

enhance trade fac■■itation benefits prov■ ded to the memberS Of

the U.S. Customs―Trade Partnership Aga■ nst Terror■ sm and

」apan′ s Authorized EcOnomttc Operators program′  accelerate
discuss■ ons on an a■ r cargo secur■ ty mutual recogn■ tion

arrangement′  and′  as resources permit′  coordinate
capacity― buttlding in Astta― Pacific to strengthen regional

border′  pOrt′  mar■ time′  and av■ attton secur■ ty.  Tog9ther′ Our
two countr■es seek to ensure that regional and g■ obal supply

cha■ ns are prepared for′  and can w■ thstand′  evolvュ ng threat0

and hazards′ and can recover rapid■ y from poss■ ble disruptttons

such as terrorism and natural disasters.

Cooperation on Travel Fac■ litation:  The Un■ ted States and

」apan have decided to Work together to establish a reciproca■

arrangement′ including through」apan′ s particttpattton in the U.S.
｀`
G■obal Entry″ program′  to expedite ttmmigration clearance for
trusted travelers from both our countr■ es′  and make travel
between the Un■ted States and 」apan eas■ er′  faster and more
secure.

Cyber Cooperation:  Notttng over a decade of extens■ ve

partnershttp on informattton and communications technology(ICT)



pO■ icy′  Internet ttssues′  and cybersecurュ ty′  and we■ COm■ng

Japan′ s intention tO 」Oin as soon as possttble the Conventュ On

on Cybercrime (the United States tts already a party)′  bOth
countr■ es agreed on the need to deepen bttlatera■  coordination
on cyber issues′  and announced our intention to develop a
framewor卜 fOr deepening who■ e― of―government engagement.  This

framework is to be designed to leverage ex■ sting dialogues to
ensure the ttnvo■ vement of al■  the relevant Ministries and

Agenc■ es on pr■ or■ ty issues such as: ■nternational norms

deve■ opment′  strateg土 ,s at international fora′ common threats
and pr■ orュ ties′  expans■ on of pub■ ic―pr■ vate partnerships′

sc■ ence and technology cO■■aboration′  cr■ tica■ infrastructure
and control systems securュ ty′  inc■ dent management and

operatttonal cooperatiOn′  and cybersecurity awareness.

Space Cooperattton:  The Un■ ted States and 」apan cons■ der the

susta■ nabilttty′  stability′  and free access to and use of space
v■ ta■ to our national interests. Based on this recogn■ tion and

our 42 years of jo土 nt space activttties and the bilateral
partnership′  the Unttted States and 」apan w主 ■■ seek greater
cooperetttOn .n the fol■ oW■ ng areas:

● Civ■l Space Cooperation:  The un■ ted States and」 apan have
commェ tted to deepen c■ v■■space cooperation through early

conclusion of the negotiattton of a Framework Agreement on

the peaceful exploration and use of outer space and by

pursu■ng the fo■ low■ ng spec■ fic activ■ ties:
―CoOperation′  including with regard to interoperability
and improved regiona■  navigattton′  between GPS and the
」apanese QuaZi― Zenith Satel■ ite ,yStOm (QZSS)fOr

multiple purposes′

… Collaboration on satellitettbased earth´｀observation
m■ ssi9ns such as greenhouse gases observation satellites′

主ncluding coordination on promOting the utttlttzation of

satellite― based remote sens■ ng data for env■ ronmental′

sc■ entific′  and disaster mon■ tor■ng purposes′  and

5



― Continuatlon of the lnternationa■ Space Station

operations beyond 2016.

Space Security Cooperation:  」apan and the United States

are to deepen our secur■ ty partnership in space through

var■ ous cooperative measures′  includttng the pursu■ t of

vo■untary and pragmatic transparency and confttdence

bu■■ding measures ■n spacer inc■ lding an lnternational
Code of Conduct for Outer Space Activ■ t ttes′  and
deve■opment of a framework for shar■ ng space s■ tuational

awareness servュces and information.   ・

● Comprehens■ ve Dia■ Ogue on Space: The Un■ ted States and

」apan are to enhance our space dia■ ogue w■ th the engagement

of a■ ■ the relevant Min■ str■es and Agenc■ es to ensure a

who■ e― of―government approach to space matters and  pace

co6perattton address■ ng environmental research′

sc■ entifttc dttscovery′  nationa■ and internationa■

secur■ ty′  and econom■ c growth.

Cooperation on lnnovation′  Entrepreneurship and the lnternet
Economy:  Recogn■ z■ng the power of entrepreneurship to br■ ng

new techno■ ogies to market′  the President and Prime Minister
endorsed the work plan of the newly― established U.S.― 」apan

lnnovation and Entrepreneurshttp Council′  comprised of leadttng

experts from both 9overnment and the pr■vate sector.  The

Council is tO■ dentify best practiceS′  policy recommendations
and cooperative bilateral in■ tiatives to encourage the creation

of new businesses that generate growth and jobs in both

economies.  The leaders a■ so endOrsed the launching of a new

Cloud Computing workttng Group′  in cooperatiOn w■ th the pr■ vate

sector′ under the lnternet Economy Dia■ ogue′ aimed at expanding

online business oppOrtunitie, and Shaping global regu■ atory

practices on emerging lnternet technologies and cross― border

data f■ ows.  The lnternet Economy Dialogue focuses on the

openness of the lnternet and freedom to communicate′  commercial



network secur■ ty′  expandind e― Government′  protecttton Of
children′ s safety On■土ne and the reducttton of unwanted and

unso■icited s`pam″ email messages.

FriendShip B■ os60ms:  Applauding the resounding success of

events to ce■ ebrate the centennial of the hiStOrttc gェ ft Of 3′ 000

cherry trees by 」apan to Washington′  DoC.′  in 1912′  the
PreSident announced a recttprocal gift of 3′ 000 dogwoOd trees
to 」apan this year.  These dogwood trees are to be planted in

Tokyo and throughout」 apan′ inc■uding in areas recover■ng from
the Great East」 apan Earthquake Of 2011′ as an endurttng symbol
of our fr■ endship.

Peop■ e― to― P99ple and Youth Ex9hanges:  The leaders we■ comed
achievements by TOMODACH工 ′ a public― private partnership■ ed by

the U.S. Government and the UoS.―」apan Council that tts.

supporting disaster recovery and investing ttn the next
generation while foster■ ng greater engagement between the
people of Japan and the  n■ ted States′  espec■ al■ y youth.

Presttdent Obama welcomed the Kizuna Project′  a new initiative
by the Government of 」apan that w■ ll contr■ bute to
reconstruction of disaster― affected areas by funding ёttchahges

for over 2′ 000 httgh schoo■ students and other young people from

the two countries.  Thesё  programs promotttng peop■ e― to― peOp■ e

connections bu■ld on a long and r■ ch tradittton of exchange′

inc■ uding the 」apan Exchange and Teachingヽ (JET)Program′  the
」apan―U.S. Training Exchange Program `Or Englttsh Language

Teachers (」USTE)′  the Japanese Language Educattton Assistants
Program (」―LEAP)′  the Fulbright Program′  the Mansfield
Fe1lowship Program′  other inter― uniVersity joint programs and

the UoS.― 」apan Conference on Cu■ tura■ and Educational
lnterchange (CuLCON).  The gOa■  of these and other efforts is

to cultivate a｀ TOMoDACHI Generation″ of young peop■e in」apan
and the Un■ ted States who w■ l■ serve as the foundatiOn for an

even stronger bilatera■  partnership in the future.



ファク トシー ト:日 米協カイニシアティブ (仮訳 )

オバマ米国大統領と野田日本国内閣総理大臣は,2012年 4月 30日 ,ワ シン トン

DCにて会談 した。両首脳は,「 日米共同声明 :未来に向けた共通のビジョン」の発表

に加え,安全保障協力,経済及び文化 口人的交流の分野での日米関係の強化・拡大を目

指す次の協カイニシアティプを発表 した。

(日 米安全保障協議委員会 (2+2)に よる共同発表 )

両首脳は,4月 27日 付の「 2+2」 共同発表を歓迎 し,こ の新たな計画が=米軍の

態勢及び再編に係る目標の実現を促進 し,強化及び拡大された安全保障及び防衛協力に

つながることを確認 した。この発表は,この地域における!地理的に分散し,運用面で

抗堪性があり,政治的に持続可能な米軍のプレゼンスを支えることにより,ア ジア太平

洋地域を重視するより広範な米国の戦略の重要な構成要素になる。この発表は1二国間

の安全保障関係における重要な前進となるものであり,適時かつ効果的な共同訓練,共

同の警戒監視・偵察活動及び施設の共同使用を含む動的防衛協力等の二国間の運用面で

の協力を強化する同盟の新たなイニシアティブヘの道を開くものである。また,この発

表は=両国政府の取組を通 じ地域におけるパー トナーの能力構築を支援するといつた新

たな地域協力のためのイニシアティブにも道を開くこととなる。追加的な情報及び共同

発表本文はここから閲覧可能 :「 2+2」 共同発表ヽのリンク

(民生用原子力協力に関する二国問委員会)

日米両国は,2011年 3月 の日本の原子力事故の後の日米間の緊密な協力を基盤と

して,民生用原子力協力に関するハイレベルの二国問委員会を設置 し,こ の分野での協

力を更に強化する。同委員会は,民生用原子カエネルギーの安全かつ安心な実施並びに

廃炉及び除染といつた事故への対応に関連する包括的な戦略的対話及び共同の活動を

促進する。同委員会は,原子カエネルギー,原子力安全]核セキュリティ=環境管理
=

核不拡散を含む諸分野において,よ り強固な研究開発交流を調整する。同委員会は,原

子力研究開発分野における協力に関する2012年 3月 の合意を基盤とし,2012年
の核セキュリティロサ ミッ トにおける両国のコミットメントを支えていく。同委員会の

初会合が1双方に都合の良い最も早い日に開催されることが期待される。日米両国は,

本年 12月 に日本が IAEAと の共催により開催する原子力安全に関する福島閣僚会

議の成功のために協力する。

(新たなクリーン・エネルギー・イニシアティブ)

両首脳は,日米クリーン Bエネルギー政策対話の下で行われるクリーンロエネルギー

の分野における以下の新たなイニシアティプを立ち上げた。



0東北グリーン・コミュニティロアライアンス

日米両国は,東 日本大震災の被災地の復旧 口復興を支援するため,東北グリーンロコ

ミュニティざアライアンスを立ち上げる。日米両国は,東北地方において,ク リーンロ

エネルギー技術の開発 D展開,及びグリーン・コミユニテイの建設を促進し,その経験

を通じ,よ り広く両国において協力する。日米両国は,地域でのクリーンロエネルギー

の取組を促進するため,下記の新たな「 トモダチ・イニシアティブ」交流と連携して,

東北地方の人々が参加する人的交流を増加させるために取り組む。また,日 米両国は,

東北地方の機関が参加する形で日米共同の研究開発を促進し,政府と産業界のパー トナ

ーシップの中で,コ ミュニティ規模のマイクログリッド1システムの開発・展開のため,

協力する。        ・

Oク リーン ロエネルギー・イノベーションにおける新たな協力

日米両国は,パイオマス,拡大地熱システム及びその他の分野で,米国の国立研究所

や大学及び日本の研究機関や大学の間の情報共有及び共同研究開発のための連携等を

通じて,ク リーン・エネルギー・イノベーションに関する協力を拡大する。更に,日米

両国は,ハワイ州と沖縄県が参加する既存の協力の下で,再生可能エネルギー,エネル

ギー効率=スマー トグリッド技術及び人的交流における共同プロジエク トを拡大する。

O重要鉱物資源の研究開発

日米両国は,車要鉱物資源に関する政策についての既存の対話を基に,レアアースの

リサイクル及びその他の分野の研究開発に関する新たな連携を開始する。米国の国立研

究所,日本の研究機関及び日米両国の大学の研究者がこれらの連携を行う。日米両国は

また,マーケットの状況及び技術的なニーズに関する理解を深めるため,レアアース及

びその他の重要鉱物資源の生産と使用に関する両国の研究コミュニティ間の情報共有

を増加させるために取り組む。これらの取組は・供給の多様化,代替原料の開発及び改

善されたリサイクルのプロセスの促進といった,両国が共有する目的の達成に向けたも

のである。

O第 4回クリーン・エネルギー政策対話の福島開催

日米両国は,上記の協力を促進するための行動計画を策定すべく,本年,福島県にお

いて,第 4回クリーン・エネルギー政策対話を開催する予定である。

(グ ローバル・サプライチエーンロセキュリティに関する共同声明)

日米両国は,グ ローバル・サプライチエーンロセキュリティに関する日米共同声明を

発出した。日米両国は,グ ローバル経済の原動力とも言うべきサプライチエーンにおい



て日米両国経済が占める重要性を認識しつつ,グローバル・サプライチエーンの安全性

と回復力を強化し,合法的な通商の迅速で円滑な流通を促進するため,両国がより緊密

に協力するための方策の概要を提示した。日米両国は=米国の「テロに対する税関と貿

易のパー トナーシップ (c― TPA丁 )」 制度と日本の「認定事業者 (AEO)」 制度の

メンバーに与えられる貿易促進上の思恵を拡大し=航空貨物セキュリティの相互認証に

関する議論を加速し,また,可能な範囲内で,アジア太平洋における,国境,港湾,海
運,航空のセキュリティ強化のための地域的キャパシティ・ビルディングについて連携

していく。日米両国は,共同して,地域及び世界のサプライチエーンが,進化する脅威

及び危険に備えられ:持ちこたえることができ,また:テ ロや自然災害のような破壊的

状況が生じる場合でも,迅速に回復できるよう確保すべく努めていく。

(渡航の円滑化に関する協力)

日米両国は,「グローバル ロエントリー」プログラムヘの日本の参加を通じるなどし

て.日 米両国からの信頼された渡航者に対する入国審査を迅速化し:日 米間の渡航をよ

り容易に,よ り早く,よ り安全なものとするような互恵的な取決めを設けるよう共に取

り組むことを決定した。

(サイバー協力)

日米両国は, 10年以上に亘る,情報通信技術 (ICT)政策,イ ンターネットに関

する事項及びサイバーロセキュリティに関する広範な両国間のパー トナーシップに留意

し,また (米国は既に加入している)サイバー犯罪条約に可能な限り早く参加するとの

日本の意図を歓迎しつつ,サイバー問題に関する二国間の連携を深化させる必要性につ

き一致し,政府一体となつた関与を一層強めるような枠組を作つていくとの意図を表明

した。この枠組は,国際的な規範の発展,国際場裡での戦略,共通の脅威及び優先事項,

官民パー トナーシップの拡大,科学技術協力,重要インフラ及び管理システムのセキュ

リティ:事案管理・運用上の協力,並びにサイバー ロセキュリティヘの認識向上といっ

た,優先事項について,既存の対話を利用しつつ,全ての関係省庁・機関の関与を確保

するものとなる。        ・

(宇宙協力)

日米両国は,宇宙空間の持続性,安定性,自 由なアクセス及び利用は,両国の国益上 ,

決定的に重要であると認識する。日米両国は,こ うした認識と42年にわたる宇宙に関

する共同活動及び二国間のパニ トナーシップに基づき,以下の分野で一層の協力を追求

することとなる。

O民生宇宙協力

日米両国はI宇宙の平和的探査及び利用に関する枠組協定の交渉の早期妥結を通 じ:



また,以下の具体的な活動を追求することにより,民生宇宙協力を深化させることにコ

ミッ トした。

・様々な目的で利用されるGPSと 日本の準天頂衛星システム (QZSS)の 間の相互

運用性及び地域的ナビゲーションの向上の観点を含めた協力

・環境,科学,災害監視を目的とした衛星によるリモー トセンシングデータの利用促進

のための調整を始めとする温室効果ガス観測衛星のような衛星による地球観測 ミッシ

ヨンに関する協力

・ 2016年 以降の国際宇宙ステーションの運用の継続

○安全保障上の宇宙に関する協力

日米両国は,宇宙活動に関する国際行動規範を始め,自発的かつ実際的な宇宙に対す

る透明性の向上及び信頼醸成のための措置を追求することや宇宙状況監視に係るサー

ビスや情報共有のための枠組を構築することなど多様な協力措置を通 じ,安全保障上の

宇宙に関するパニ トナーシップを深める。

O宇宙に関する包括的対話

日米両国は,環境調査,科学的発見,国家・国際安全保障及び経済成長に取 り組む上

での,宇宙に関する事項及び協力に対して,政府一体 となつたアプローチを確保するた

め,全ての関係省庁・機関の関与を得て宇宙に関する対話を強化する。

(イ ノベーション,起業及びインターネット・エコノミーに関する協力)

大統領と総理は,新たな技術を市場にもたらす起業の力を認識しつつ,両国の官民セ

クターの第一線な専門家から成る新設の「日米起業協議会」の作業計画を支持した。同

協議会は,日米両国経済において成長と雇用を生み出す新たなビジネスの創造を後押 し

するため,ベス トプラクティス7政策提言,二国間の協カイニシアティプを特定する。

両首脳はまた,オ ンライン・ ビジネスの機会拡大と新興のインターネット技術及び国境

を越えるデータの流れについてのグローパルな規制慣行の形成を目的として,「インタ

ーネッ トロエコノミーに関する日米政策協力対話」の下で,民間セクターと共に,新た

な「クラウ ド・コンピューティング作業部会」を創設することを支持した。「インター

ネッ ト・エコノミーに関する日米政策協力対話」は,イ ンターネットの開放性及び通信

の自由,商業ネットワークのセキュリティ,電子政府の拡大,イ ンターネット上の児童

の安全の保護,並びに「迷惑メール」の減少に焦点を当てる。

(友好の花)

大統領は,1912年 に行われた日本からワシン トンDCへの3000本 の桜の歴史

的な寄贈の 100周年を記念する行事の大成功を賞賛 し,本年,日 本に対して3000
本のハナミズキを返礼として寄贈することを発表した。これらのハナミズキは,日 米両

国の永続的な友好の象徴として,東京及び2011年 の東日本大震災からの復興に取 り



組む地域を含む日本全国各地に植樹される。

(人的交流及び青少年交流)   _
両首脳は:米国政府と米日カウンシルにより主導され,日米両国民,と りわけ青少年

の間のより大きな関わ りを育んでいくと共に1震災復興を支援 し=次世代への投資を行

う官民パー トナーシップである「 トモダチ・イニシアティブ」の成果を歓迎 した。オバ

マ大統領は,両国の 2000人 を超える高校生及びその他の青少年を対象とする交流を

支援することにより被災地の復興に資するとの日本政府の新たなイニシアティプであ

る「キズナ強化プロジェク ト」を歓迎 した。人と人とのつなが りを促進するこれらのプ

ログラムは,「語学指導等を行う外国青年招致事業 (JETプログラム)J,「 日本人若手

英語教員米国派遣事業 (JUSTE)」 ,「日本人若手日本語教員米国派遣事業 (J― L

EAP)』 ,「 フルブライ ト奨学金事業J!「 マンスフィール ド研修計画」,その他の大学問

交流のプログラム及び「日米文化教育交流会議 (CULCON)」 といった長年の豊か

な交流の伝統の上に築かれるものである。これらを始めとする取組の目標は1日 米両国

に,将来にわたり更に一層強固となる二国間のパー トナーシツプの基盤をなす青少年の

「 トモダチ世代」を育てることである。

(了 )



FOR RELEASE

U.S:‐ Japan Joint Statement:A Shared Vision for the Future

The UoS.‐ Japan Alliance is the cornerstone of peace, security and
stability in the Asia‐Pacinc regiOn.This partnership has underWtttten thё

dynamic growth and prosperity ofthe reglon for 60 years.

The strength ofthis Alliance,which was demo,strated during the Great

East Japan Earthquake of 2011,is founded on the close bonds between our
two nations and our people. These bOndS win continue to anchor and susta■ n
our partnership.

Japan and the United States share a conllnitIILent tO democracyp the rule

of lawb open societies,human rights,human secllri句 うand iee and open
markets;these values guide us in our joint efforts to address the global
challenges ofour tinle.

The U.S.‐Japan partnership c6ntinues to be deined by our enduring
COII1lnitIIlent to the lnaintenance ofpeace. Over the decades,ourAlliance has

stёadily developed into a∞ mprehensive partiership that∞ ntributes to peace

and stability in the Asia‐ Pacinc regiOn,an important center fOr global
econoIELiC grOwth,and beyond.

Japan and the United States pledge to 負■■■ our r01es and
reSpOnsibilities by utilizing the Att range of capabilities to advance regional

and global peace,prospe五ty and securltt Our c00peration and dia10gue
extend to an levels and areas of gOvernment and the private Secto■

To accomphsh ollr shared vlsion for the hture,we seek tO ttLrther
enhance ollr bilateral securlty and defense cooperationo We rettm the
indispensability Ofthe UoS.‐ Japnn Auiance to the secu」ity OfJapan,nnd to the
peace,securitt and ecOnomic prosperity ofthe Asia‐Pacinc region,which faceS

diverse challenges in a changing international enⅥ ビonlnent. We win pursue
our respective cOmlnitlnents,including the development of Japan's dynamic
defense force under the 2010 National Defense Program Guidehnes,and the

UoS.strateglc rebalancing to the Asia¨Paciic with its e]brts to achieve a more

geographicany distributed and,operationally resilient force posture in the

region.Our updated UoS`force realignhent plan will hrther enhance the
Aniance's ability to respond to a variety ofcontingendes in the region。

Japan and the United States are working with partners in the region to

strengthen institutiois and foster networks that are open, inclusive, and

support internationa■ y accepted rules and norms, including thrOugh fora
such as the East Asia Summit(EAS)and APEC.This approach respects
diversity in the region,while prOmoting mutual understanding,col過 idence,



FOR RELEASE

and transparenは   Japan and the United States welcome all regional
partners to lnake pOsitive contributiOns to this prOcess.

We face both conventional and emerging secunty threats,and committo
act together based on our 201l Commo■ Strategic Ouectives in addressing
global challenges such as terroriSm, lr01iferatiOn of weapOns Of mass
destruction,and phaほ  We pledge to work together to promote the rule of
l酎, protect human rights, attd enhange cOordination on peacekeeping,
post‐∞n■ict stabilizatbni deve10jment assistance,organized crime and
narcotics trattcking,Я nd infectious diseaseso we must also work to prOtect

and develop the tiemendous potential of c」 itical areas such as the high seas,

space,and cybersPace,ensllring theむ use is responsible attd rule‐ based。

We aim tO enhance OconOmic growth and prospe五 ty for both 01lr nations
through bilateral economic harmonization and the prOmotion of regional
econonlic integrationo We will continue to seek ways to deepen our bilateral

trade and investment ties and to、 promote cooperation On innovation,
entreprenellrship,supply chain security the lnternet economyp and science
and technologyp as well as wOmen's entrepreneurship and eConOnlic
empOwermento We are also cOmm■ted to working togethel to develop high
standard trade and investment rules in the region and promote regional
economic integration,cOnsistent with the long‐ term otteCt市 e Ofthe APEC
ecOnomies to deve10p a Free■ rade Area ofthe Asia… Paciic CDuF)。 we win
continue to advance Our ongoing bilateral cOnsultations On the■ ansⅢPacttc
Partiership CPP),and imther explore how b■ ateral economic harmOnization
and the promotion ofregio■ al ecottomlc integration could be achieved。

We alsO agLrln our cOnllnitment tO cooperating on energyp including the

development ofclean and renewable energy sollrces,peaceful,safe,and seё llre

uses of nuclear energyp and on energy secunty  We share a mutual
commitment to address the globalimpact ofchmate changef

The close bond between 01lr people remains the greatest resource for our

Aniance and for our shared visiOn of the ttltllre.To dёvelop the strOng ties
between itture generations of Japanese and American citizens,we collllnit to

strengthenlng people‐ to…people cOnnections at all levels through e」 brts such
as the Kizuna Prdect and the TOMODACHI initiativeo We pledge to increase
the number of students and researchers attending one another's schools and

umversities and work tOgether tO facilitate greater travel and tou五 sm。

In these areas and beyond,」 apan and the United States ofAmerica are
deterIIlined tO expand our cooperation and further strengthen the Aniance in

order to realize our shared vlsion for a itture ofpeace and prOsperity fbr an of

our citizens and for the world。



日米共同声明 :未来に向けた共通のビジョン (仮訳)

日米同盟は,アジア太平洋地域における平和,安全保障,安定の礎である。地域の

ダイナミックな成長と繁栄は,60年にわたり,こ のパー トナーシップにより支えら

れてきた。

この同盟の力強さは,2011年 の東日本大震災でも示されたが,両国とその国民
の間の緊密な絆に基づいている。我々のパー トナーシップは,こ のような絆によりし
つかりつなぎ止められ,支えられていく。

日本と米国は,民主主義,法の支配,開かれた社会,人権,人間の安全保障,自 由
で開かれた市場といつた価値へのコミットメントを共有している。今日のグローバル

な課題に我々が共に取り組むに当たり, これらの価値がその指針となる。

日米のパー トナーシップの基本は,引 き続き,平和の維持への我々の不朽のコミッ
トメントである。何十年にもわたり,我々の同盟は,包括的なパー トナーシ

'プ

ヘと

着実に発展し,世界の経済成長の重要なセンターであるアジア太平洋地域と,更にそ
れを超えた地域の平和と安定に貢献している。

日本と米国は,ア ジア太平洋地域と世界の平和,繁栄,安全保障を推進するために,

あらゆる能力を駆使することにより,我々の役割と責任を果たすことを誓う。我々の

協力と対話は,政府と民間部門のあらゆるレベルと分野に広がっている。

我々が未来に向けた共通のビジョンを実現するため,我々は,両国の安全保障 口防
衛協力の更なる強化を目指す。アジア太平洋地域は変動する国際環境の中で様々な課
題に直面している。我々は,日 米同盟が日本の安全保障と,アジア太平洋地域の平和 ,

安全保障,経済的繁栄に必要不可欠であることを再確認する。2010年 の防衛計画
の大綱の下での日本の動的防衛力の構築と,米国がアジア太平洋を重視する戦略を含
め,我々はそれぞれのコミットメントを実行していく。米国によるこの戦略は,地理

的により分散し運用面でより抗堪性のある兵力態勢を地域で実現 しようとする取組

を伴う。我々が見直した米軍再編計画は,地域の多様な緊急事態に日米同盟が対応す
る能力を更に高めるものである。

日本と米国は,東アジア首脳会議 (EAS)やAPEC等 のフォーラムを通じるこ

となどにより,開放的=包括的で,国際的に受け入れられるルールと規範を支える制

度を強化し,また,そのようなネットワニクを育んでいくために,地域のパー トナー

と共に取り組んでいる。これは,相互理解,信頼そして透明性を促進 しつつ,地域の

多様性を尊重するアプローチである。日本と米国は,地域の全てのパー トナーがこの

プロセスに積極的に貢献することを歓迎する。

我々は,伝統的な脅威とともに,新たに生じる安全保障上の脅威にも直面しており,
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2011年 の共通の戦略目標に基づき,テ ロ,大量破壊兵器の拡散,海賊といつたグ
ローバルな課題に共に取り組むことにコミットする。我々は,法の支配を推進し,人
権を擁護するとともに,平和維持,紛争後の安定化,開発援助,組織犯罪と麻薬密売,

感染症に関し,更に協調 していくために,共に取り組んでいくことを誓う。我々は,

海洋,宇宙,サイバー空間といつた死活的に重要な空間が,責任を伴い,ルールに基

,づいて利用されることを確保しつつ,その大きな潜在性を保護し,発展させることに

も取り組まなければならない。

我々は,二国間の経済調和と地域経済統合の推進を通じ,両国の経済成長と繁栄を

強化することを目指す。我々は,二国間の貿易 口投資関係を深め,イ ノベーション,

起業:サプライチエーン ロセキュリティ,イ ンターネット・エコノミニ,科学技術,

女性の起業や経済的なエンパワーメントにおける協力を促進するための方途を引き

続き追求する。我々は,また,ア ジア太平洋自由貿易圏 (FTAAP)を 築くという
APECの 長期的な目標に沿つて,ア ジア太平洋地域の貿易・投資に関する高い水準

のルールを築き,地域経済統合を推進することに共に取り組むことにコミットしてい

る。我々は,現在行つている環太平洋パー トナーシップ (TPP)に関する二国間協

議を引き続き前進させ,どのように二国間の経済調和と地域経済統合を推進していけ

るのかを更に探求する。

我々はまた,ク リーン・エネルギーや再生可能エネルギー源の開発,原子カエネル

ギーの平和的,安全 口安心な利用といつたエネルギーに関する協力と,エネルギー安

全保障に関する協力に対し,コ ミットすることを確認する。我々は,気候変動の世界
への影響に取り組むためのコミットメントを互いに共有する。

両国民の間の緊密な絆は,我々の同盟と,我々の未来に向けた共通のビジョンにと

つて,最大の財産である。将来世代の日本人と米国人の強い絆を発展させるため,我々

は,キズナ強化プロジェク トや トモダチロイニシアティブなどの取組を通じ,あらゆ

るレベルでの人的交流の強化にコミットする。我々は,相手国の学校や大学に通う学

生や研究者の数を増加させ,渡航や観光を一層推進するために共に取り組む。

日本と米国は,両国の全ての国民,そ して世界のため,平和で繁栄した未来に向け

て,我々の共通のビジョンを実現するべく,これまでに述べた分野やその他の分野に

おいて,我々の協力を拡大し,同盟を更に強化していくことを決意している。
。                   (了 )



日米首脳会談 (概要)

平成24年 5月 1日

外務省 北米第一課

4月 30日正午過ぎ (現地時間)から約 2時間,訪米中の野田総理大臣は,オバマ大統領と

の間で日米首脳会談及び日米首脳昼食会を行つたところ,概要以下の通り (先方 :ク リントン

国務長官,パネッタ国防長官,ガイ トナー財務長官,カーク通商代表,スパーリング国家経済

会議委員長,ルース駐日大使, ドニロン大統領補佐官ほか,当方 :斎藤官房副長官,長島総理

補佐官,藤崎駐米大使ほか同席)。

1 日米関係

(1)共通ビジョン

野田総理から,自分 (総理)は日米同盟が日本外交の基軸との信念を有しており,それが故

に本日「日米共同声明 :未来に向けた共通のビジョン」を発表できることは大変喜ばしい,こ

の文書には日米両国が果たす役割と責任への決意が明確に記されており,自 身 (野田総理)の

考えもよく反映されている旨述べ,両首脳は,このビジョンを共有し,日 米同盟を更に深化・

発展させていくことで一致した。

(2)アジア太平洋地域における協力

野田総理から,両国はEAS,APECと いった枠組みも活用し,地域の秩序とルールづく

りに主体的な役割を果たすことが重要であり,中国とも協力していくことが重要である旨述ベ

た。また,野田総理から,最近の日中関係につき説明すると共に,日 米中の戦略対話を実現さ

せたい旨述べた。            ´

これに対し,オバマ大統領からは,米中関係につき説明があり,両首脳は中国が国際社会で

積極的な役割を果たすことを期待することで一致した。

(3)日米安保

野田総理から,先般の「2+2」 合意は同盟深化に向けた重要な前進として高く評価する旨

述べ,両首脳は,これを着実に実施していくことで一致した。

特に,野田総理から,海洋,宇宙,サイバーといった国際社会が共有する空間の安全保障の

向上や,共同訓練等を通じた自衛隊と米軍の運用面での協力の発展を促進していきたい旨述べ

た。また,野田総理から,横田飛行場の軍民共用化につき米国の検討を要請した。

(1)北朝鮮

野田総理から,先般のミサイル発射は対話を通じた問題解決に向けた関係国の努力を損なう

ものであるという認識を共有するとともに,今後は更なる挑発行為を防ぐことがまずは重要で

ある,北朝鮮が核実験などの挑発行為に出る場合について,日 米で連携して,国際社会として

確固とした対応をとる必要があるということで一致した。

また,野田総理から,拉致問題に関する米国の支持 口協力に感謝する旨述べ,オバマ大統領
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は,引 き続き協力したい旨応じた。

(2)ミ ャンマー

野田総理から,4月 21日の日ミャンマー首脳会談の成果を説明し,両首脳は国際社会とし

てミャンマーの改革を一層後押しする必要があるとの認識で一致した。

(3)イ ラン

野田総理から,EU3+3と の今後の協議プロセスが実質的進展につながることを期待する,

我が国も引き続きイランに対する「圧力」をかけ続けていくとともに,適切なタイミングで直

接イランに働きかけを行う考えである旨述べた。

これに対し,オバマ大統領から,対イラン制裁に関する日本の協力に感謝が表明された。

(4)アフガニスタン

オバマ大統領から,シカゴNATO首 脳会合のねらいにつき説明があつた。これに対し野田

総理から,7月の東京会合では,2015年 以降も見通したアフガニスタンの持続的発展の基

礎固めを行い,具体的成果を出したい旨述べた。

(1)TPP・ 日米経済

野田総理から,日 米が協力し,地域における貿易・投資に関する高い水準のルール・秩序を

作つていくことの意義は大きい,TPPは アジア太平洋自由貿易圏 (FTAAP)実 現のため

の道筋の一つであると認識しており,昨年 11月 に表明した総理の考えは変わつていない旨述

べ,双方が日米間協議を前進させるようお互い努力することで一致した。その際,オバマ大統

領からは,自 動車,更には保険,そ して従来から取り上げてきた牛肉について関心の表明があ

つた。

(2)エネルギー協力

両首1図 は,今般両国のエネルギー協力を拡充できたことを歓迎した。

また,野田総理から,震災の影響によりLNG需要が急増し,輸入価格も上昇していること

を受け,米国から日本への LNG輸出拡大への我が国企業の関心も高いとして,協力を求めた。

これに対し,オバマ大統領から,米国は現在政策決定プロセスの途中にあるが,日 本のエネル

ギー安全保障は米国にとつても重要であり,引き続き協議していきたい旨述べた。

(3)石油市場の安定

両首脳は,石油市場の安定のために両国が緊密に連携していくことの重要性について確認し

た。

4 原子力協

両首脳は,今般日米ハイレベル対話の設置を歓迎し,同対話は今後の日米間の原子力協力を

促進する上で重要との認識で一致した。また,オバマ大統領から,原子力損害の補完的補償に



関する条約 (CSC)に関する日本の対応につき言及があり,野田総理から,関係省庁間で検

討を急いでいる旨回答した。

5 文化・人的交

両首脳は,日本の「キズナ強化プロジェクト」や米国の「 トモダチ・イニシアティブ」など

を通じ,特に青少年交流を促進し,日米同盟の更なる深化の基盤となる次の世代を育てること

の重要性で一致した。

また,野田総理から,米国による日本へのハナミズキ寄贈,及び日米桜寄贈百周年を記念す
べく先月ミッシェル夫人が桜の植樹を行つたことに感謝の意を示した。

6 その他の

(1)子の親権

オバマ大統領から,これまでの日本の取組を評価する旨述べ,野田総理から,ハーグ条約の

可能な限り早期の締結を目指し,引き続き準備を進めていく旨述べた:

(2)東 日本大震災による洋上漂流物

野田総理から,東 日本大震災の津波により,我が国から流出した漂流物が米国等へ接近しつ

つあり我が国としても憂慮している,今後も米国を始めとする関係国との連携を密にとってい

きたい旨述べた。

(3)欧州復興開発銀行 (EBRD)設 立協定の改正

オバマ大統領から,本件に関する日本の対応につき言及があり,野田総理から,我が国とし

てもEBRDに よる中東・北アフリカ地域への支援開始が早期に実現することを重視している
=

本協定改正はすでに国会に提出済みであり,で きるだけ早く国会の承認を得られるよう努力し

たい旨述べた。

(了 )




